
 

令和５(2023)年度第３回栃木県感染症対策連携協議会 次第 
 

日時：令和５（2023）年 12 月７日 18 時 30 分～ 

場所：栃木県庁東館４階講堂（Web 併用）    

 

１ 開  会 

 

 

２ 挨  拶 

 

 

３ 議  題 

(1) 栃木県感染症予防計画（素案）について 

(2) 宇都宮市感染症予防計画（素案）について 

(3) その他 

 

 

４ 閉  会 

 

 

＜参考資料＞ 

① 栃木県保健医療計画（８期計画）（第５章８節）素案 

② 栃木県保健医療計画（８期計画）（第８章１節）素案 

③ 感染症発生動向調査等資料 



（敬称略：五十音順）

№ 氏     名 所属等 推薦団体等 出席方法

1 阿江　竜介 自治医科大学　公衆衛生学　教授 自治医科大学 WEB

2 浅井　秀実 栃木県医師会　副会長 栃木県医師会 会場

3 朝野　春美 栃木県看護協会　会長 栃木県看護協会 WEB

4 岩佐　景一郎 栃木県保健福祉部長 栃木県 会場

5 上原　慶太
国立病院機構栃木医療センター

外来診療部長・内科部長
栃木県病院協会 欠席

6 小橋　元 獨協医科大学　公衆衛生学　教授 獨協医科大学 WEB

7 塩澤　達俊 栃木県老人福祉施設協議会　副会長 栃木県老人福祉施設協議会 欠席

8 杉田　義博 日光市民病院　管理者 日光市民病院 WEB

9 杉山　公美弥 国立病院機構宇都宮病院　病院長 国立病院機構宇都宮病院 WEB

10 竹村　克己 栃木県医師会　常任理事 栃木県医師会 会場

11 田中　友和 栃木県薬剤師会　副会長 栃木県薬剤師会 会場

12 東城　朋子 鹿沼市　健康課長 栃木県市長会 会場

13 羽金　和彦 宇都宮市保健所　所長 宇都宮市 WEB

14 畠山　修司 自治医科大学附属病院　感染症科　教授 自治医科大学附属病院 WEB

15 浜野　知子 上三川町　健康福祉課長 栃木県町村会 WEB

16 荒井　隆史 栃木県消防長会　会長 栃木県消防長会 欠席

17 矢野　雅之 栃木県獣医師会　常務理事兼事務局長 栃木県獣医師会 欠席

18 若林　守 栃木県歯科医師会　専務理事 栃木県歯科医師会 WEB

令和５（2023）年度第３回栃木県感染症対策連携協議会出席者名簿



第３回栃木県感染症対策連携協議会

栃木県保健福祉部感染症対策課



第２回栃木県感染症対策連携協議会の協議事項

１ 栃木県感染症予防計画（骨子案）及び数値目標（案）

２ 宇都宮市感染症予防計画（骨子案）及び数値目標（案）

３ 栃木県保健医療計画（８期計画）に記載する５疾病・６事業
における「新興感染症の発生･まん延時における医療」等
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主な意見 対応方針

第１回

○今回のコロナ対応では、一般病床の受入
れや人工呼吸器、集中治療部門の病床の確
保は分ける必要があり、そういった病床や
ICUが地域別に十分かどうかの検証をすべ
き
○コロナにおいては搬送困難事例が増えて
しまった。救急医療や一般医療も含めて検
討すべき

【第２回における説明】
次期保健医療計画（８期計画）策定に向けた関係協議会等における議論の内容を踏まえ引き続き検討
を行い、第３回連携協議会においてお示しすることとしたい。

第２章第６「感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する施策」に以下の内容を記載。
○県は、新興感染症の発生及びまん延時においても、救急等を含む通常医療との両立を図る観点から、
医療措置協定の締結により確保した病床について、感染状況に応じた段階的な運用を図るとともに、
特に、重症者病床の運用に当たっては、関係医療機関等と連携して対応する。

○確保した病床に円滑に患者が入院できるよう、新型コロナ対応及び地域の実情を参考に、入院対象
者の基本的な考え方を定めるとともに、ICTの活用により地域の入院状況を把握の上、必要に応じて感
染症対策や救急医療の専門家の知見を踏まえた、円滑な入院調整体制の構築を図る。

○医療措置協定に基づき後方支援を行う医療機関は、新型コロナ対応を参考に、既存の関係団体間の
連携の枠組み等を活用の上、感染症患者以外の受入を進めることとし、県は、当該連携を推進すると
ともに、後方支援を行う医療機関への転院調整を支援する。

○救急医療
県は、新興感染症の発生及びまん延時における重症患者に対する適切な病院前救護体制の構築につ

いて、県メディカルコントロール協議会等と連携し、検討するとともに、新興感染症の発生及びまん
延時においても救急医療を提供するため、救急医療機関の機能分化や、初期、二次救急の体制強化を
引き続き促進するほか、重症の救急患者を県内で確実に受け入れられる体制の構築を検討し必要な施
策を展開するなど、救急医療提供体制の充実・強化を図る。

○臨時の医療施設
県は、新興感染症の発生及びまん延等により、医療の提供に支障が生ずる場合は、国の動向等を踏

まえて臨時の医療施設の設置を検討する。

第２回

人材の養成及び資質の向上について、新型
コロナ対応時には顔と顔が見えず、うまく
進まなかったこともあったので、顔と顔が
見える関係の構築について検討すべき

第２章第13「感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する施策」に以下の内容を記載。
県は、新興感染症の発生及びまん延時に関係者が相互に連携し必要な対策を講じることができるよ

う、医師会等の医療関係団体と連携し、行政関係者や医師等の医療従事者を含む、感染症対策に関わ
る多様な人材を対象とした研修等を実施するなど、感染症に関する人材の養成及び資質の向上に向け
た取組を行う。

第１回及び第２回栃木県感染症対策連携協議会の主な意見とその対応方針
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（１）栃木県感染症予防計画（素案）について

（２）宇都宮市感染症予防計画（素案）について

本日の協議事項
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（１）栃木県感染症予防計画（素案）について

（２）宇都宮市感染症予防計画（素案）について
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栃木県感染症予防計画（素案）全体像【計画改定の趣旨】
感染症法や国基本指針の改正を受け、これまでの新型コロナウイルス感染症への対応の課題を踏まえるとともに、
感染症をめぐる状況の変化に迅速かつ適確に対応し、感染症から県民の生命と健康を守る施策を積極的に推進する

第１節
感染症の発生の予防及び
まん延の防止を図る体制

第２節
速やかにかつ継続して必要な
医療支援等を提供できる体制

第３節
迅速かつ適確に対応できる

健康危機管理体制

第１ 感染症の発生予防のための施策

第２ 感染症のまん延防止のための施策

第11 感染症及び病原体等に関する情報の収集、
調査及び研究に関する施策

第12 病原体等の検査の実施体制及び検査能力
の向上に関する施策

第７ 感染症の患者の移送のための体制の確保に
関する施策

第８ 宿泊施設の確保に関する施策
第13 感染症の予防に関する人材の養成及び資
質の向上に関する施策

第14 感染症の予防に関する保健所の体制の確
保に関する施策

第３ 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに
人権の尊重に関する施策

第９ 新型インフルエンザ等感染症外出自粛対
象者又は新感染症外出自粛対象者の療養生活の
環境整備に関する施策

第10 感染症の予防又はまん延防止のための総
合調整・指示の方針

第４ 緊急時における感染症の発生の予防及び
まん延の防止、病原体等の検査の実施並びに医
療の提供のための施策

第５ その他感染症の予防の推進に関する重要事
項

第６ 感染症に係る医療を提供する体制の確保に
関する施策

感染症の発生及びまん延防止に
重点を置いた施策の推進

県民一人一人の感染症の予防及び
治療に重点を置いた対策の推進

人権を尊重した対策の推進
健康危機管理の観点に立った

迅速かつ適確な対応

４つの基本的な方向に基づき、新型コロナ対応の課題を踏まえ、
感染症をめぐる状況の変化に迅速かつ適確に対応できる体制を構築する

感染症の予防の推進の基本的な方向

感染症から県民の生命と健康を守る施策の実現

第１章 総論

第２章 各論
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栃木県感染症予防計画（素案）の構成①

▌第１章 総論
第１ 計画の策定

第２ 計画の位置づけ

第３ 感染症の予防の推進の基本的な方向
１ 感染症の発生及びまん延防止に重点を置いた施策の推進
２ 県民一人一人の感染症の予防及び治療に重点を置いた対策の推進
３ 人権を尊重した対策の推進
４ 健康危機管理の観点に立った迅速かつ適確な対応
５ 計画の定期的な見直し

第４ 計画推進に当たって果たすべき役割
１ 県の役割
２ 栃木県感染症対策連携協議会の役割
３ 宇都宮市の役割
４ 保健所の役割
５ 衛生研究所の役割
６ 市町の役割
７ 県民の役割
８ 医師（医療機関）等の役割
９ 歯科医師（歯科医療機関）等の役割
10 獣医師（動物病院）等の役割
11 薬剤師（薬局）等の役割

第５ 計画の推進体制
１ 県の関係各部門の連携
２ 国、宇都宮市、市町、他県等との連携
３ 医療関係団体、学校、企業等との連携

▌法の対象となる疾病の概要

▌第２章 各論
第１節 感染症の発生の予防及びまん延の防止を図る体制

第１ 感染症の発生予防のための施策
１ 基本的な考え方

２ 感染症発生動向調査

３ 食品衛生部門との連携

４ 環境衛生部門との連携

５ 予防接種

６ 検疫感染症等への対応

７ 関係各機関及び関係団体との連携

第２ 感染症のまん延防止のための施策
１ 基本的な考え方

２ 積極的疫学調査

３ 健康診断、就業制限及び入院

４ 感染症診査協議会

５ 指定感染症及び新感染症

６ 検疫所との連携

７ 関係各機関及び関係団体との連携

第３ 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに人権の尊重に関する施策
１ 基本的な考え方

２ 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに人権の尊重に関する方策

３ 個人情報の保護等に関する方策

４ 関係各機関及び関係団体との連携

第４ 緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止、病原体等の

検査の実施並びに医療の提供のための施策
１ 緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止、病原体等の検査の実施

並びに医療の提供

２ 緊急時における国との連絡体制

３ 緊急時における地方公共団体相互間の連絡体制

第５ その他感染症の予防の推進に関する重要事項
１ 施設内感染の防止

２ 災害発生時の感染症対策

３ 動物由来感染症対策

４ 外国人に対する適用

▌はじめに
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栃木県感染症予防計画（素案）の構成②

第２節 速やかにかつ継続して必要な医療支援等を提供できる体制

第６ 感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する施策

１ 感染症に係る医療提供の考え方

２ 本県における感染症に係る医療を提供する体制全般

３ 新興感染症の発生及びまん延時における医療を提供する体制

（医療措置協定等）

４ 関係各機関及び関係団体との連携

第７ 感染症の患者の移送のための体制の確保に関する施策

１ 基本的な考え方

２ 感染症の患者の移送のための体制の確保に関する方策

３ 関係各機関及び関係団体との連携

第８ 宿泊施設の確保に関する施策

１ 基本的な考え方

２ 宿泊施設の確保に関する方策（宿泊施設確保措置協定等）

３ 関係各機関及び関係団体との連携

第９ 新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又は新感染症外出
自粛対象者の療養生活の環境整備に関する施策

１ 基本的な考え方

２ 新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又は新感染症外出自粛

対象者の療養生活の環境整備に関する方策

３ 関係各機関及び関係団体との連携

第10 感染症の予防又はまん延防止のための総合調整・指示の方針

１ 基本的な考え方

２ 総合調整又は指示の方針

第３節 迅速かつ適確に対応できる健康危機管理体制

第11 感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究に
関する施策

１ 基本的な考え方

２ 情報の収集、調査及び研究の推進

３ 関係各機関及び関係団体との連携

第12 病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する施策

１ 基本的な考え方

２ 病原体等の検査の推進（検査措置協定等）

３ 総合的な病原体等の検査情報の収集、分析及び公表のための体制の構築

４ 関係各機関及び関係団体との連携

第13 感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する施策

１ 基本的な考え方

２ 感染症に関する人材の養成及び資質の向上

３ 関係各機関及び関係団体との連携

第14 感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する施策

１ 基本的な考え方

２ 感染症の予防に関する保健所の体制の確保

３ 関係各機関及び関係団体との連携

＜参考資料＞

栃木県感染症予防計画体系図

感染症の主な流行及び感染症法の主な改正

▌医療提供体制の確保等に係る数値目標
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栃木県感染症予防計画 素案

令和５年12月
栃木県保健福祉部感染症対策課
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時期 事務局（感染症対策課） 県連携協議会 県医療審議会 医療機関等との調整

４月 新型コロナ対応課題整理 協議会設置（4/11）

５月
協定締結に向けた進め方検討

６月 協定に係る県基本方針作成
予防計画（項目案）作成

７月 予防計画（骨子）作成
※協定に係る数値目標を除く

第１回協議会（7/4） 協定対象機関向け説明会、意向調査

８月
予防計画（骨子）作成
※協定に係る数値目標含む

意向調査とりまとめ
※適宜、国へ報告

９月 第２回協議会（９/28）

10月
予防計画（素案）作成

第２回部会（10/12）

11月
第３回協議会（12/７）

12月 パブリックコメント実施
（12/22～1/21予定）

第３回部会（12/13）

１月

２月
パブリックコメント意見反映
予防計画（案）作成

第４回協議会 第４回部会

３月
予防計画策定・公表

医療審議会
医療計画策定・公表

国から指針等示される（5/26）

WG②（8/23）

数値目標設定

順次、協定締結
（R６年９月までの完了を目指す）

感染症予防計画改定及び医療措置協定の締結に向けた全体スケジュール

計画素案

WG意見照会

WG意見照会

WG①（5/9）
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（１）栃木県感染症予防計画（素案）について

（２）宇都宮市感染症予防計画（素案）について
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宇都宮市感染症予防計画
素案について

宇都宮市保健所

保健福祉部 保健予防課
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12

第１節
感染症の発生の予防及び
まん延の防止を図る体制

第２節
速やかにかつ継続して必要な
医療支援等を提供できる体制

第３節
迅速かつ適確に対応できる
健康危機管理体制

第１ 感染症の発生予防のための施策

第２ 感染症のまん延防止のための施策

第11 感染症及び病原体等に関する情報の収集、調
査及び研究に関する施策

第12 病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向
上に関する施策

第13 感染症の予防に関する人材の養成及び資質の
向上に関する施策

第14 感染症の予防に関する保健所の体制の確保に
関する施策

第３ 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに人
権の尊重に関する施策

第９ 新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者
又は新感染症外出自粛対象者の療養生活の環境整
備に関する施策

第10 感染症の予防又はまん延防止のための総合調
整・指示の方針

第４ 緊急時における感染症の発生の予防及びまん
延の防止、病原体等の検査の実施並びに医療の提
供のための施策

第５ その他感染症の予防の推進に関する重要事項

「宇都宮市感染症予防計画」策定について

第２章 各論

第７ 感染症の患者の移送のための体制の確保に関
する施策

第８ 宿泊施設の確保に関する施策

第６ 感染症に係る医療を提供する体制の確保に関
する施策

1 計画の内容

栃木県感染症予防計画

感染症法第１０条１４項の規定に基づき，県計画に即して策定する。
市計画の構成については，次のとおり

：県計画の内容に即し，市計画に定める項目

：市計画に定めず，県計画に委ねる項目
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第１節
感染症の発生の予防及び
まん延の防止を図る体制

第２節
速やかにかつ継続して必要な
医療支援等を提供できる体制

第３節
迅速かつ適確に対応できる

健康危機管理体制

第１ 感染症の発生予防のための施策

第２ 感染症のまん延防止のための施策
第12 病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向
上に関する施策

第13 感染症の予防に関する人材の養成及び資質の
向上に関する施策

第14 感染症の予防に関する保健所の体制の確保に
関する施策

第３ 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに人
権の尊重に関する施策

第９ 新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者
又は新感染症外出自粛対象者の療養生活の環境整
備に関する施策

第４ 緊急時における感染症の発生の予防及びまん
延の防止、病原体等の検査の実施のための施策

第５ その他感染症の予防の推進に関する重要事項

「宇都宮市感染症予防計画」策定について

第７ 感染症の患者の移送のための体制の確保に関
する施策

第２章 各論

1 計画の内容 第１節，第２節について，
感染症全般に係る事項，医療の提供に関する事項においては，
県計画の内容を踏まえ，本市において実施する内容を盛り込む。
第３節「健康危機管理体制」として，保健所設置市である本市は，
保健所，衛生環境試験所における体制の確保・整備をするとともに，
その体制を構成する職員の人材の養成・資質の向上を係る事項を盛り込む。

宇都宮市感染症予防計画
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項目 時期等 内 容 本市における
数値目標

数値目標の設定の考え方

検査実施能力
確保数

流行初期
流行初期以降

宇都宮市衛生環境試験所の
検査の実施能力

１６０件／日 ・新型コロナウイルス感染症対
応から確保した検査能力

流行初期以降 医療機関・民間検査機関等 県計画（8,312件／日）
本市分を含む総数

・県と検査措置協定を締結した医療機
関・民間検査機関等で検査を実施

検査機器数 流行初期
流行初期以降

宇都宮市衛生環境試験所の
検査機器数

２台 ・衛生環境試験所が保有する検
査実施能力に対応する検査機器
数

人材養成・資質
の向上

研修・訓練
回数

保健所職員 年１回以上 ・感染症に関する専門的な知識
を最新情報に更新するため実施

市職員 年１回以上 ・保健所における即応体制の構
築を円滑にするために職員の異
動に応じて実施

保健所の体制整
備

人員確保数 流行1カ月間に想定される業務量に
対応する１日当たりの人員確保数

１３０人 ・新型コロナウイルス感染症
（第６波時）の対応から積算

IHEAT要員
の確保

IHEAT要員の確保数 ５人 ・医師や大学教授等，感染症に
関する専門的な知識を有する人
材を想定

「宇都宮市感染症予防計画」策定について（予防計画に関する数値目標）
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「宇都宮市感染症予防計画」策定について

ア 新型コロナウイルス感染症での課題を踏まえた対応

感染拡大の影響が大きかった高齢者施設に対する施策・指導・助言を行う（高齢者施設等の現地調
査・助言）また，人権を尊重した対策となるよう，患者や医療従事者等への差別や偏見の排除の周
知啓発を努めるとともに，市民一人ひとりが感染症予防を行えるよう，市民に身近な立場から感染症
に関する相談や正しい知識の普及等の情報提供を効果的に行う（感染症に係る啓発，情報発信）

イ 迅速かつ適確に対応できる健康危機管理体制の構築

発生した感染症が，想定とは大きく異なる場合においても，その感染症の特性や感染状況等に
合わせ，柔軟かつ機動的に対応することのできる体制を構築する。
・ 感染症の発生状況等の適確な把握のための調査体制の充実（衛生環境試験所の充実）
・ 感染症対応する職員が適確な対応ができるよう，平時からの研修・訓練の実施

（人材の養成及び資質の向上）
・ 感染状況に応じた，迅速かつ適確に対応ができる保健所体制の構築（保健所体制の充実）

２ 特徴
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